
 

公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針（抄） 

 

 （基準） 

１．目的 

公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければな

らず、次のようなものは、公益法人として適当でない。 

(1) 同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの

(2) 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主

たる目的とするもの 

(3) 後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの 

 

（運用指針） 

(1) 公益性について厳密に定義づけることは困難であるため、本基準においては、十分

な公益性が認められないものを例示している。 

本文中、公益性の一応の定義として「不特定多数の者の利益」と規定しているが、

これは厳密に不特定かつ多数の者の利益でなくてはならないとの意味ではなく、受益

対象者が当該公益法人の構成員等特定の者に限定されている事業を主目的とするもの

は、公益法人としては不適当という意味である。 

(2) 公益法人は、本文(1)、(2)については、これを従たる目的とすることは認められる

が、本文(3)については、これを従たる目的とすることも認められない。 

(3) 本文(2)については、法人の構成員となること自体は特定の者に限定されていても、

不特定多数の者の利益を実現することを目的としている限りにおいては、公益法人と

して認められる。ただし、そのような場合であっても、本基準４．の理事の構成等の

要件を満たす必要がある。 

(4) 本基準については、既存の公益法人にも適用される。したがって、既存の公益法人

であって、本基準からすると、公益法人の目的として適当でないものを目的とするも

の（例えば、本文(1)～(3)に該当するものを目的としているもの）に対しては、各官

庁が本基準に適合するよう指導することとなる。ただし、既存の公益法人の中で、本

基準に適合するような目的に変更することが不可能な場合には、本基準８．経過措置

に示した要件を満たすことにより、当面その存在は認められる。 

 


